
人権デューディリジェンス補足資料



人権に関するマネジメントシステム

人権尊重の責任を果たすため、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、マネジメントシステムを
構築しています。「人権方針」に沿って、人権デュー・ディリジェンスと救済措置を整備しています。

方針策定と
体制整備 

• 人権方針の策定と
改定の実施

• グループ社員へ
ＨＰ、研修等を
通じ、方針を周知

• 全社的な推進体制
の整備

ステークホルダーエンゲージメント
外部専門家、社員、サプライヤー等との対話を実施し、様々なステークホルダーからのご意見を取り入れ、取り組みを継続的に改善

人権デュー・ディリジェンス 救済・是正措置
（苦情処理メカニ

ズム）

• ステークホルダー
からの懸念や苦情
を受け付ける各種
窓口の整備

• ご意見への調査
  及び対応

• 継続的な仕組みの
改善

人権への負の影響の特定

• 人権に関する負の影響の調査

• リスクマッピングを実施、外部
専門家の知見も活用し、重点
課題を特定

負の影響の防止・軽減

• 特定した負の影響について、
予防、軽減措置を実施し、
全関連部門のプロセスとして
反映

情報開示

• 国連指導原則フレームワーク
に基づき、当グループの取り組
みについて報告

• 人権に関連する方針の開示

実効性の追跡評価

• 人権への影響に適切な対処が
なされているか定期的に検証
を実施

• 検証結果、改善提案について、
経営層に定期的に報告



人権影響評価で考慮したライツホルダー

影響を受ける可能性の
あるライツホルダー

当グループによる影響の種類
負の影響の形態

引き起こす 助長する 関連する

社員
• 正社員
• 契約社員
• 派遣社員
• 女性社員

●

当グループにおいて、当グループの社員
に、直接、及ぼす負の影響

● ●

取引先の社員や顧客等、外部の方が、
当グループの社員に及ぼす負の影響

サプライヤー
• 委託先
• 調達先

●

当グループの社員が、業務委託や資材等の
調達を通じ、上流の委託先や調達先の社員
に及ぼす負の影響

取引先の顧客
• 消費者 ● ●

当グループの社員が、コールセンターの
サービスの提供等を通じ、取引先の顧客
（消費者）に及ぼす負の影響

サプライヤーの
事業に関連する
周辺住民

●

当グループによる業務委託や資材の調達
を通じ、調達先、委託先であるサプライヤー
が、その周辺住民に及ぼす負の影響

事業活動における人権への負の影響について、「引き起こす」「助長する」「関係する」の観点から分析を
行った結果、社員および取引先の顧客に対し、複数の形態で影響が及ぶ可能性を特定しました。



人権リスク評価の調査方法（リスク評価項目）

テーマの母集団*1

1 人身取引（海外事業・債務労働）

2 強制労働（海外事業・債務労働）

3 児童労働（海外事業・債務労働）

4 紛争鉱物

5 先住民族・地域住民の権利

6 個人情報の漏洩

7 プライバシーの侵害

8 インターネット上の人権侵害

9 技能実習制度の運用＊2

10 過重労働（労働時間管理）

11 労働条件（労働安全衛生）*3

12 障がい者への配慮

13 子どもや高齢者への配慮

14 外国人への差別

15 女性活躍

16 LGBTQへの差別

17 ハラスメント（各種）

18 お客様への不適切な応対

19 賃金の不足・未払い、生活賃金

20 テクノロジー・AIに関する人権侵害

21 表現の自由／思想・良心・信教の自由

22 知的財産権の侵害

23 救済制度へアクセスする権利

24 採用時の差別

*１ 国連資料、法務省資料、国内他社のリスク開示情報・統合報告書・サステナビリティ報告書等を参考に網羅的に調査を実施し、項目を選定した
*２ 移民労働者を含めて評価した
*３ 労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権）を含めて評価した
*４ 個人情報の漏洩、お客様への不適切な対応については別にインシデント管理を行う体制を構築している

当グループに関連する項目を抽出

6 個人情報の漏洩

7 プライバシーの侵害

8 インターネット上の人権侵害

9 技能実習制度の運用

10 過重労働（労働時間管理）

11 労働条件（労働安全衛生）

12 障がい者への配慮

13 子どもや高齢者への配慮

14 外国人への差別

15 女性活躍

16 LGBTQへの差別

17 ハラスメント（各種）

18 お客様への不適切な応対

19 賃金の不足・未払い、生活賃金

20 テクノロジー・AIに関する人権侵害

21 表現の自由／思想・良心・信教の自由

22 知的財産権の侵害

23 救済制度へアクセスする権利

24 採用時の差別

7 プライバシーの侵害

8 インターネット上の人権侵害

10 過重労働（労働時間管理）

11 労働条件（労働安全衛生）

12 障がい者への配慮

13 子どもや高齢者への配慮

15 女性活躍

16 LGBTQへの差別

17 ハラスメント（各種）

19 賃金の不足・未払い、生活賃金

14 外国人への差別

24 採用時の差別

6 個人情報の漏洩

18 お客様への不適切な応対

合計24

合計19

9 技能実習制度の運用

20 テクノロジー・AIに関する人権侵害

21 表現の自由／思想・良心・信教の自由

22 知的財産権の侵害

23 救済制度へアクセスする権利

合計19

インタビュー
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別途データ
を集計＊４

該当の有無
を分析

項目ごとに４つの調査方法を設定し、実施

調査方法

ステップ1 ステップ2 ステップ3

ガイドライン＊1から項目を確認

実
査

＋



人権に関するリスクマップ（イメージ）

中位リスク
重要リスク
最重要リスク

低位リスク

凡例：

発生可能性

深
刻
度

大

大

小

ハラスメント

女性差別

LGBTQ差別

高齢者配慮
障がい者配慮

外国人差別

ネット上の人権

救済制度

テクノロジー

労働時間管理

個人情報の漏洩

採用時の差別

不適切な対応

労働条件

プライバシー

リスク評価をもとに、当グループの事業における主要な人権リスクを、下記のリスクマップ（イメージ）として
まとめ、２０２４年度の取締役会において議決しました。本マップは、定期的に点検し、見直しを行って
いきます。
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